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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本エレベーター協会（JEA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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エレベータ用非常止め装置 

Safety gear for elevators 

 
1 適用範囲 

この規格は，トラクション式エレベータ，巻胴式エレベータ及び油圧式エレベータに設置する非常止め

装置の安全条件について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS B 7522 繊維製巻尺 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

非常止め装置（safety gear） 

かご，釣合おもり又はバランスウェイトに設置され，かご，釣合おもり又はバランスウェイトの速度が

異常に増大したときに，ガイドレールをつかみ，かご，釣合おもり又はバランスウェイトを制止させる機

械装置。 

3.2 

（非常止め装置の）台座（safety gear block） 

制動力を与える機構部品（制動子など）を内側に設けるための枠部材。 

3.3 

（非常止め装置の）制動子（safety gear gripping parts） 

ガイドレールと接触し，制動する部品。 

3.4 

（非常止め装置の）適用速度（maximum permissible speed） 

非常止め装置の要求性能を満足できる，かご，釣合おもり又はバランスウェイトの下降速度の最大値。

非常止め装置の作動時点での速度を指し示す。一般的に，定格速度が 45 m/min 以下の場合は 68 m/min 以

下，定格速度が 45 m/min を超える場合は定格速度の 1.4 倍以下に設定する。 


